
加
藤
久
雄
教
授
略
歴

学
　
歴

加藤久雄教授略歴・主要業績

一
九
六
］
年

］
九
六
六
年

一
九
六
八
年

一
九
七
一
年

一
九
七
五
－
七
七
年

一
九
九
六
年

職
　
歴

一
九
七
一
－
七
二
年

一
九
七
三
年

一
九
七
九
年

愛
知
県
立
旭
丘
高
校
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
（
通
信
課
程
）
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

大
阪
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
中
退

＞
一
①
轟
口
α
R
＜
9
＝
二
巳
ぴ
o
一
祭
財
団
奨
学
生
と
し
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
法
哲
学
研
究
所
・
犯
罪
学
・
刑

法
研
究
所
に
留
学

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
法
学
部
に
短
期
留
学
（
6
カ
月
）

日
本
学
術
振
興
会
奨
励
研
究
員

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

595



法学研究80巻12号（2007：12）

一
九
八
四
年

一
九
八
四
－
八
五
年

一
九
八
八
年

一
九
九
五
－
九
六
年

一
九
九
一
－
九
九
年

一
九
九
一
－
九
九
年

一
九
八
六
－
九
六
年

二
〇
〇
一
I
O
五
年

二
〇
〇
四
年

二
〇
〇
六
年

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
、
現
在
に
至
る

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
専
任
講
師

ブ
レ
ー
メ
ン
大
学
社
会
学
部
客
員
教
授

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
客
員
教
授

司
法
試
験
考
査
委
員
（
刑
事
政
策
）

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
幹
事

上
智
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
刑
事
政
策
担
当
）

中
央
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
医
事
法
担
当
）

弁
護
士
登
録

濁
協
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
刑
事
政
策
・
医
事
法
担
当
）
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賞
罰
・
学
会
・
研
究
活
動
等

　
『
治
療
・
改
善
処
分
の
研
究
』
（
一
九
八
一
年
、
慶
慮
通
信
）
で
、
慶
慮
義
塾
賞
を
受
賞
、
法
学
博
士
を
取
得
。
『
人
格
障
害
犯
罪
者
と
社

会
治
療
』
（
二
〇
〇
二
年
、
成
文
堂
）
で
、
日
本
犯
罪
学
会
賞
を
受
賞
。

　
日
本
犯
罪
学
会
（
国
際
担
当
理
事
・
総
務
担
当
理
事
）
、
日
本
精
神
保
健
福
祉
学
会
（
常
任
理
事
）
、
日
本
生
命
倫
理
学
会
（
評
議
員
）
、

日
本
刑
法
学
会
、
国
際
司
法
精
神
医
学
会
に
所
属
。

　
私
は
、
こ
の
三
〇
年
間
の
う
ち
約
六
年
ほ
ど
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
、
現
場
主
義
を
モ
ッ
ト
ー
に
研
究

活
動
を
し
て
き
た
。
一
九
八
四
年
に
は
、
西
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
の
参
考
人
と
し
て
「
危
険
な
常
習
犯
罪
人
に
対
す
る
ド
イ
ツ

刑
法
改
正
案
に
お
け
る
社
会
治
療
処
分
の
立
法
化
の
是
非
」
に
つ
い
て
参
考
意
見
を
述
べ
た
。
ま
た
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
て
「
監
獄
法

改
正
」
問
題
、
法
務
省
推
薦
の
参
考
人
と
し
て
参
考
意
見
を
述
べ
た
。



加
藤
久
雄
教
授
主
要
業
績

【
著
　
書
】

加藤久雄教授略歴・主要業績

『
犯
罪
学
二
五
講
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
著
　
慶
鷹
通
信
　
］
九
七
三
年

『
治
療
・
改
善
処
分
の
研
究
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
鷹
通
信
］
九
八
一
年

　
　
▽
本
書
で
は
、
精
神
障
害
犯
罪
者
の
犯
罪
原
因
、
刑
事
責
任
能
力
、
犯
罪
対
策
、
犯
罪
者
処
遇
に
つ
い
て
、
主
に
、
旧
西
ド
イ
ツ
に

　
　
お
け
る
状
況
と
の
比
較
法
的
研
究
を
中
心
に
論
述
。

　
　
　
本
書
で
慶
鷹
義
塾
賞
を
受
賞
、
法
学
博
士
を
取
得
。

『
犯
罪
者
処
遇
の
理
論
と
実
践
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
授
資
格
論
文
　
慶
鷹
通
信
　
］
九
八
四
年

　
　
▽
本
書
で
は
、
日
本
を
含
め
て
世
界
各
国
の
刑
事
施
設
、
精
神
病
院
な
ど
二
〇
〇
回
以
上
の
見
学
で
得
た
情
報
を
中
心
に
常
習
犯
罪
、

　
　
精
神
障
害
犯
罪
、
女
性
犯
罪
、
青
少
年
犯
罪
、
薬
物
犯
罪
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
・
処
遇
・
対
策
に
つ
い
て
論
述
。

『
刑
事
政
策
学
入
門
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
花
書
房
　
］
九
九
一
年

　
　
▽
本
書
の
特
徴
は
、
犯
罪
の
原
因
と
対
策
を
つ
ね
に
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
犯
罪
原
因
に
つ
い
て
も
論
述

　
　
し
て
い
る
。
特
に
、
「
犯
罪
者
処
遇
モ
デ
ル
と
犯
罪
者
の
分
類
」
と
「
各
種
犯
罪
類
型
に
対
応
す
る
『
犯
罪
者
処
遇
モ
デ
ル
』
の
開
発
」

　
　
に
お
い
て
犯
罪
原
因
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

『
組
織
犯
罪
の
研
究
　
　
マ
フ
ィ
ア
、
ラ
・
コ
ー
ザ
・
ノ
ス
ト
ラ
、
暴
力
団
の
比
較
研
究
』
　
　
　
　
　
　
成
文
堂
　
一
九
九
二
年
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▽
本
書
は
、
「
組
織
犯
罪
」
研
究
の
た
め
一
五
力
国
の
組
織
犯
罪
対
策
課
を
訪
問
し
得
た
情
報
を
中
心
に
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
本

　
　
書
の
後
半
部
分
は
、
我
が
国
の
暴
力
団
犯
罪
の
原
因
・
対
策
と
暴
力
団
犯
罪
者
の
処
遇
・
社
会
復
帰
に
つ
き
論
述
し
た
。

『
暴
力
団
』
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
⇒
o
』
舘
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
三
年

　
　
▽
本
書
は
、
政
治
家
と
暴
力
団
の
癒
着
の
問
題
か
ら
「
暴
力
団
犯
罪
」
の
原
因
と
対
策
に
つ
き
論
じ
た
。

『
刑
事
政
策
学
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
鷹
通
信
　
一
九
九
五
年

　
　
▽
本
書
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
の
通
信
教
育
部
の
教
科
書
と
し
て
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
、
前
半
部
分
は
、
生
物
学
的
犯
罪
原
因
に
つ

　
　
い
て
論
述
し
て
い
る
。
後
半
部
分
は
、
犯
罪
対
策
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

『
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
時
代
の
刑
事
政
策
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
訂
版
　
有
斐
閣
　
一
九
九
九
年

　
　
▽
本
書
は
、
法
学
教
室
一
九
九
三
年
四
月
号
ー
一
九
九
四
年
三
月
号
に
連
載
さ
れ
た
一
二
本
の
論
文
に
新
た
に
「
精
神
障
害
者
」
、
「
暴

　
　
力
団
犯
罪
者
」
、
「
少
年
犯
罪
者
」
に
関
す
る
三
本
の
論
文
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

『
医
事
刑
法
入
門
（
〇
三
階
8
ζ
Φ
島
8
－
9
巨
一
轟
〒
鍔
薯
）
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
訂
版
　
東
京
法
令
出
版
　
一
九
九
九
年

『
人
格
障
害
犯
罪
者
と
社
会
治
療
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犯
罪
学
会
賞
受
賞
成
文
堂
　
二
〇
〇
二
年

『
ポ
ス
ト
ゲ
ノ
ム
社
会
に
お
け
る
医
事
刑
法
入
門
（
〇
三
号
8
家
Φ
＆
8
－
9
一
ヨ
一
昌
巴
－
一
効
≦
）
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
訂
（
補
正
）
版
　
東
京
法
令
出
版
　
二
〇
〇
六
年

　
　
▽
こ
れ
は
旧
版
（
一
九
九
九
年
）
の
三
分
の
二
以
上
に
わ
た
り
加
筆
・
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
人
格
障
害
犯
罪
者
処
遇
の
比
較
法
的
研
究
　
　
社
会
治
療
モ
デ
ル
を
中
心
に
し
て
　
　
』
（
法
学
研
究
叢
書
）
　
　
　
　
　
　
執
筆
中

　
　
▽
拙
著
『
犯
罪
者
処
遇
の
理
論
と
実
践
』
（
慶
鷹
通
信
）
を
一
九
八
四
年
に
出
版
し
て
以
来
約
二
〇
年
が
経
過
し
、
同
書
も
す
で
に
絶

　
　
版
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
拙
著
の
中
心
テ
ー
マ
の
「
人
格
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
社
会
治
療
処
遇
モ
デ
ル
」
は
、
ド
イ
ツ
の
一
九
九

　
　
八
年
の
刑
法
改
正
・
行
刑
法
改
正
で
復
活
し
た
。
ま
た
、
著
者
は
、
こ
の
拙
著
で
扱
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
「
人
格
障
害
者
」
の
た
め
の

　
　
保
安
病
院
（
T
B
S
）
の
ζ
Φ
ω
鼠
嗅
一
ぎ
鱒
を
二
〇
〇
六
年
六
月
約
三
〇
年
ぶ
り
で
訪
問
し
た
が
、
処
遇
思
想
、
政
策
、
処
遇
プ
ロ
グ

　
　
ラ
ム
の
す
べ
て
に
お
い
て
激
変
し
て
お
り
、
国
際
比
較
刑
事
政
策
の
現
場
主
義
の
重
要
さ
を
痛
感
し
た
。
特
に
、
こ
の
ド
イ
ツ
・
オ
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ラ
ン
ダ
を
は
じ
め
E
U
二
五
力
国
は
、
死
刑
制
度
を
廃
止
を
前
提
に
し
た
刑
事
政
策
を
推
進
し
て
い
る
。
本
書
の
基
本
的
内
容
も
死

刑
制
度
廃
止
を
前
提
に
し
た
刑
事
政
策
論
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

　
著
者
は
、
平
成
一
七
年
度
・
一
八
年
度
の
科
研
費
で
「
日
欧
に
お
け
る
処
遇
困
難
受
刑
者
に
対
す
る
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
国
際
比

較
法
研
究
」
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
比
較
研
究
で
訪
問
し
た
施
設
の
最
新
の
資
料
と
施
設
写
真
な
ど
を
取
り
入
れ
た
国
際
比
較
法

的
内
容
の
叢
書
に
仕
上
げ
た
い
。

　
こ
の
約
三
〇
数
年
に
わ
た
り
扱
っ
て
き
た
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
論
文
数
も
一
〇
〇
本
を
超
え
る
が
、
そ
の
中
か
ら
約
二
〇
本
を

厳
選
し
て
、
上
記
国
際
比
較
法
的
視
点
か
ら
、
書
き
下
ろ
し
の
論
稿
も
加
え
、
全
面
的
な
補
筆
・
加
筆
・
修
正
を
し
た
内
容
に
し
た

い
。
ま
た
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
英
独
文
八
本
を
加
え
、
国
際
比
較
法
的
視
点
か
ら
の
論
述
に
し
て
国
際
会
議
の
参
考
文
献
に
な

る
よ
う
な
内
容
に
し
て
い
き
た
い
。

加藤久雄教授略歴・主要業績

　
　
【
邦
文
主
要
論
文
】

「
犯
罪
性
精
神
病
質
者
の
処
遇
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
」

城
野
医
療
刑
務
所
、
宮
崎
刑
務
所
の
お
け
る
実
態
調
査
の
経
験
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
刑
法
雑
誌
』
一
八
巻
一
・
二
号
■
ハ
五
f
一
九
六
頁
　
一
九
七
一
年

「
刑
罰
の
執
行
お
よ
び
消
滅
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
亀
二
編
『
判
例
に
よ
る
刑
法
入
門
』
（
青
林
書
院
）
三
六
九
－
三
八
○
頁
　
一
九
七
二
年

「
犯
罪
性
精
神
病
質
者
の
刑
事
責
任
能
力
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）
（
中
）
（
下
）
ー
主
と
し
て
犯
罪
性
精
神
病
質
傾
向
を
も
つ
X
Y
Y
症
候

　
　
群
患
者
の
刑
事
責
任
能
力
を
中
心
に
し
て
」

　
　
　
　
　
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
二
八
八
号
四
〇
ー
四
六
頁
、
二
八
九
号
二
二
－
二
二
頁
、
二
九
二
号
三
三
－
四
五
頁
　
一
九
七
二
年
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「
社
会
治
療
処
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
澤
浩
一
・
西
原
春
夫
共
編
『
刑
事
政
策
講
座
第
三
巻
』
（
成
文
堂
）
一
二
三
－
一
五
〇
頁

「
社
会
治
療
処
分
制
度
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
犯
罪
学
雑
誌
』
四
〇
巻
一
号
三
三
－
三
八
頁

「
祈
薦
性
精
神
病
者
の
刑
事
責
任
能
力
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
三
一
〇
号
一
〇
五
ー
二
四
頁

「
改
正
刑
法
草
案
の
総
合
的
検
討
ー
姦
淫
の
罪
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
律
時
報
』
四
七
巻
五
号
二
一
八
－
二
二
二
頁

「
わ
が
国
に
お
け
る
精
神
障
害
者
法
制
の
歴
史
的
考
案
　
　
主
に
明
治
維
新
以
降
に
お
け
る
法
制
を
中
心
に
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
律
時
報
』
四
七
巻
八
号
二
五
－
三
三
頁

「
犯
罪
性
精
神
障
害
者
の
処
遇
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
登
俊
雄
・
所
一
彦
共
著
『
市
民
と
刑
法
』
（
大
成
出
版
）
一
二
八
ー
二
二
九
頁

「
不
定
期
刑
と
保
安
処
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
澤
浩
一
・
大
谷
實
共
編
『
刑
法
総
論
』
（
青
林
書
院
）
三
二
六
－
三
四
二
頁

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
者
処
遇
の
新
し
い
断
面
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
色
旗
』
二
－
七
頁

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
政
策
の
一
断
面

　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
犯
罪
社
会
学
研
究
』
三
号
二
〇
七
－
二
二
二
頁

「
新
し
い
生
物
学
的
方
法
に
よ
る
理
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
澤
浩
一
・
藤
本
哲
也
共
編
『
新
講
犯
罪
学
』
（
青
林
書
院
）
一
二
九
ー
一
四
二
頁

社
会
治
療
施
設
に
関
す
る
専
門
家
会
議
と
少
年
裁
判
所
会
議
の
動
き
を
中
心
に
し
て

一
九
七
二
年

］
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
五
年

一
九
七
五
年

一
九
七
五
年

一
九
七
六
年

一
九
七
八
年

一
九
七
八
年

一
九
七
八
年
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「
責
任
能
力
　
　
法
と
精
神
医
学
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
法
講
座
第
二
巻
』
（
成
文
堂
）
二
五
三
－
二
七
六
頁

「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
性
格
異
常
（
精
神
病
質
）
犯
罪
者
に
対
す
る
保
安
処
分
制
度

　
　
処
遇
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
三
巻
二
一
号
］
一
一
ー
二
二
九
頁

「
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
刑
事
政
策
の
新
展
開
　
　
主
に
行
刑
制
度
の
現
状
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
三
巻
一
二
号
二
一
二
ー
二
六
三
頁

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
治
療
モ
デ
ル
施
設
の
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
刑
法
雑
誌
』
二
三
巻
三
・
四
号
一
九
九
－
二
六
八
頁

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
治
療
処
分
制
度
の
動
向
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
四
二
二
号
四
〇
1
四
一
頁

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
精
神
障
害
者
に
対
す
る
強
制
収
容
法
の
運
用
状
況
と
問
題
点
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
谷
實
・
中
山
宏
太
郎
共
編
『
精
神
医
療
と
法
』
二
五
三
ー
二
八
五
頁

「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
け
る
『
刑
罰
に
代
わ
る
社
会
奉
仕
労
働
』
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
家
裁
月
報
』
三
二
巻
九
号
一
－
二
八
頁

「
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
法
的
処
遇
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
四
〇
号
五
五
－
六
七
頁

「
精
神
障
害
犯
罪
者
の
処
遇
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
三
四
巻
二
号
二
八
－
三
七
頁

「
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
治
療
処
分
に
関
す
る
一
考
案
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
審
譲
ω
3
0
0
一
』
三
六
号
四
六
－
五
四
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
九
年

と
く
に
メ
ス
タ
ク
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
の
社
会
治
療

一
九
八
○
年

一
九
八
O
年

］
九
八
0
年

一
九
八
0
年

一
九
八
○
年

一
九
八
○
年

］
九
八
一
年

一
九
八
一
年

一
九
八
一
年
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「
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
保
安
処
分
の
問
題
点
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塚
仁
・
福
田
平
共
編
『
刑
法
総
論
H
』
（
有
斐
閣
）
二
七
二
－
二
八
九
頁

「
薬
物
乱
用
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
政
策
　
　
特
に
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
状
況
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
罪
と
罰
』
二
〇
巻
一
号
二
九
i
四
四
頁

「
刑
罰
と
保
安
処
分
と
の
関
係
i
と
く
に
治
療
処
分
と
の
関
係
を
中
心
に
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
七
二
号
二
九
－
三
八
頁

「
現
代
日
本
の
刑
罰
論
に
関
す
る
調
査
研
究
（
共
著
・
刑
罰
論
研
究
会
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
刑
法
雑
誌
』
二
四
巻
三
・
四
号
一
五
一
－
一
七
四
頁

「
刑
事
責
任
能
力
論
に
お
け
る
基
本
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
一
四
ゑ
ω
魯
o
o
一
』
五
一
号
一
四
－
二
九
頁

「
責
任
能
力
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
務
省
委
託
調
査
』
四
六
－
九
一
頁

「
刑
法
と
性
表
現
　
　
わ
が
国
に
お
け
る
狸
褻
性
判
断
基
準
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
法
講
座
五
巻
』
（
成
文
堂
）
二
三
三
ー
二
六
八
頁

「
新
し
い
犯
罪
処
遇
論
序
説
1
と
く
に
精
神
病
質
（
性
格
異
常
）
犯
罪
者
に
対
す
る
処
遇
モ
デ
ル
に
対
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
慶
鷹
義
塾
創
立
二
一
五
年
記
念
論
文
集
（
法
律
学
関
係
）
』
二
八
一
－
三
〇
七
頁

「
政
治
と
女
性
犯
罪
　
　
日
独
女
性
テ
ロ
リ
ス
ト
の
比
較
研
究
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
谷
理
子
編
『
女
性
犯
罪
』
（
立
花
書
房
）
一
二
六
－
二
三
四
頁

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
『
精
神
病
院
収
容
処
分
』
執
行
法
に
関
す
る
諸
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
六
〇
巻
二
号

「
刑
事
政
策
的
視
点
に
よ
る
死
刑
廃
止
へ
の
一
考
察
」

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年
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『
法
学
研
究
』
六
一
巻
二
号

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
犯
罪
者
処
遇
』
の
動
向
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
罪
と
罰
』
二
六
巻
三
号

「
『
処
遇
困
難
者
』
の
処
遇
　
　
欧
米
に
お
け
る
五
つ
の
特
殊
病
院
（
施
設
）
に
お
け
る
処
遇
の
実
態
と
そ
の
問
題
点
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
精
協
誌
』
九
巻
一
〇
号
一
九
頁
以
下

「
刑
事
法
学
的
視
点
か
ら
み
た
『
脳
死
論
』
の
諸
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
曹
時
報
』
四
二
巻
一
号
一
1
↓
二
一
頁

「
堕
胎
罪
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
真
義
・
墨
谷
葵
編
著
『
要
説
刑
法
各
論
』
（
改
訂
版
、
嵯
峨
野
書
院
）
四
五
－
五
九
頁

「
青
少
年
向
『
有
害
』
出
版
物
等
に
対
す
る
法
的
規
制
の
問
題
点
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
敬
一
目
察
研
究
』
六
二
巻
一
一
号
一
二
号
一
頁
以
下

「
責
任
能
力
判
断
と
刑
事
治
療
処
分
の
関
連
性
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
刑
法
雑
誌
』
一
二
巻
四
号
五
一
三
頁

「
『
刑
事
責
任
能
力
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
最
近
の
日
本
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
務
と
学
説
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
開
設
百
年
論
集
』
一
七
九
頁

「
『
社
会
奉
仕
命
令
』
導
入
に
関
す
る
諸
問
題
i
非
行
・
犯
罪
少
年
に
対
す
る
適
用
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
罪
と
罰
』
二
九
巻
四
号
七
頁

「
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事
法
上
の
諸
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
回
精
神
研
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
『
ヒ
ト
初
期
胚
』
に
関
す
る
法
的
諸
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
福
田
平
・
大
塚
仁
博
士
古
稀
祝
賀
』
（
有
斐
閣
）
二
四
九
－
二
七
四
頁

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
一
年

一
九
九
一
年

一
九
九
一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年
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「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
行
状
監
督
制
度
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
犯
罪
と
非
行
』
九
八
号
二
〇
1
四
一
頁

「
『
精
神
障
害
』
犯
罪
者
に
対
す
る
起
訴
猶
予
処
分
の
再
検
討
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
と
精
神
医
療
』
六
号
二
八
頁

「
精
神
障
害
犯
罪
者
の
処
遇
に
お
け
る
法
と
精
神
医
療
1
『
刑
事
治
療
処
分
』
導
入
論
の
視
点
か
ら
　
　
」

　
中
谷
陽
二
編
『
精
神
障
害
者
の
責
任
能
力
　
　
法
と
精
神
医
学
の
対
話
1
』
（
金
剛
出
版
）
二
九
〇
1
三
二
頁

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
行
状
監
督
制
度
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
犯
罪
と
非
行
』
九
八
号
二
〇
ー
四
一
頁

「
『
精
神
障
害
』
犯
罪
者
に
対
す
る
起
訴
猶
予
処
分
の
再
検
討
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
と
精
神
医
療
』
六
号
二
八
頁

「
政
治
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
イ
マ
ー
ゴ
』
五
巻
五
号
二
二
八
－
二
三
五
頁

「
犯
罪
被
害
者
の
人
権
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
犯
罪
と
非
行
』
一
〇
〇
号
記
念
号
九
九
ー
一
二
八
頁

「
エ
イ
ズ
対
策
と
刑
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
第
一
回
日
本
医
学
会
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集
』
七
五
頁

「
精
神
障
害
犯
罪
者
の
人
権
保
護
ー
リ
ー
ガ
ル
・
モ
デ
ル
か
メ
デ
ィ
カ
ル
・
モ
デ
ル
か
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
山
詮
編
『
精
神
障
害
者
の
強
制
治
療
』
（
金
剛
出
版
）
七
八
頁

「
『
社
会
奉
仕
命
令
』
導
入
に
関
す
る
諸
問
題
－
非
行
・
犯
罪
少
年
に
対
す
る
適
用
を
中
心
に
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
罪
と
罰
』
二
九
巻
四
号
七
頁

「
女
子
と
非
行
－
女
性
『
性
』
と
非
行
・
犯
罪
を
め
ぐ
る
社
会
的
要
因
と
の
関
連
に
つ
い
て
ー
」

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年
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ヨ　　　　　　　つ　　　　　　　つ

触　　イ　　イ
法　、ギ　ーギ行だリモリ
為　しス　てス
を　　 と　　と侵　てド　　ド
し　　イ　（イ
た　（ツ　そツ
精　そに　のに
神　のお　1お
障　2け　とけ
害　ごる　　る
者　　刑　　刑
の　　事　　事
治　　施　　施
療　　設　　設
と　　 の　　 の
人　　現　　現
権　　状　　状

出　　　と　　
と

　　　そ　　 そ
　　　の　　 の

置　　問　　問
入　　題　　題
院　　点　　点
醒　　1
の　　 ヒ　　　ヒ
ヤむ

遅　　　 ユ　　　ユ

蟹堰ま
刑＿　二＿　二

分台　ウ響　オ
制套　オ互　ツ
磨西；西活
導歯昆崇入三　ポ六　1
に頁　1頁　トつ
　　　ト　　 と
い
　一　 と一　 のて九　の九　比
　九　比九　較
L七　較七　を
　年　を年　中
　　　中　　心

「
触
法
行
為
を
侵
し
た
精
神
障
害
者
の
治
療
と
人
権
ー
ー
措
置
入
院
制
度
の
違
憲
性
と
刑
事
治
療
処
分
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
宮
本
忠
雄
監
修
・
油
井
邦
雄
編
集
『
女
性
性
の
病
理
と
変
容
』
（
新
興
医
学
社
）
一
〇
四
－
一
二
七
頁

「
犯
罪
学
理
論
の
流
れ
　
　
主
に
生
物
学
的
犯
罪
原
因
論
に
つ
い
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
澤
浩
一
・
藤
本
哲
也
・
加
藤
久
雄
編
『
犯
罪
学
』
（
青
林
書
院
）
七
三
－
九
二
頁

「
組
織
犯
罪
対
策
は
万
全
か
1
阪
神
大
震
災
は
暴
力
団
対
策
に
何
を
も
た
ら
す
か
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
社
会
安
全
』
一
六
号
二
ー
二
頁

「
刑
事
責
任
能
力
論
と
精
神
障
害
犯
罪
者
処
遇
論
の
現
代
的
課
題
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
刑
法
雑
誌
』
三
六
巻
一
号
三
八
－
四
八
頁

「
死
刑
代
替
論
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
六
九
巻
二
号
一
二
三
頁
以
下

　
　
に
し
て
　
　
（
そ
の
ー
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
刑
政
』
一
〇
八
巻
四
号
二
四
－
三
六
頁

「
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
施
設
の
現
状
と
そ
の
問
題
点

　
　
心
に
し
て
　
　
（
そ
の
2
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
刑
政
』
一
〇
八
巻
六
号
三
四
－
四
三
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
精
神
医
学
と
法
』
二
二
巻

「
精
神
鑑
定
”
刑
事
学
の
立
場
か
ら
　
　
日
独
刑
事
精
神
鑑
定
の
比
較
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
こ
こ
ろ
の
科
学
』
七
五
号
二
九
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
臨
床
精
神
医
学
講
座
』
二
二
巻
三
四
五
頁

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

　
　
　
」

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

605



法学研究80巻12号（2007：12）

「
わ
い
せ
つ
、
姦
淫
及
び
重
婚
の
罪
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塚
仁
・
川
端
博
編
『
新
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
五
巻
』
（
三
省
堂
）
一
－
一
一
〇
頁
　
一
九
九
七
年

「
刑
事
責
任
能
力
論
と
触
法
人
格
障
害
者
処
遇
論
の
現
代
的
課
題
に
つ
い
て
　
　
と
く
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
格
障
害
犯
罪
に
対
す
る

　
　
『
社
会
治
療
処
遇
論
』
復
活
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
産
大
法
学
』
（
京
都
産
業
大
学
）
三
二
巻
二
・
三
号
一
一
一
－
二
一
七
頁
　
一
九
九
八
年

「
責
任
主
義
の
危
機
と
刑
事
制
裁
二
元
制
論
に
つ
い
て
1
触
法
精
神
障
害
者
の
刑
事
法
上
の
処
遇
制
度
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
四
巻
』
（
成
文
堂
）
二
八
一
頁
　
一
九
九
八
年

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
触
法
精
神
障
害
者
の
強
制
入
院
治
療
と
社
会
復
帰
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
と
精
神
医
療
』
一
二
号
四
八
頁
　
一
九
九
八
年

「
触
法
精
神
障
害
者
に
対
す
る
『
措
置
入
院
』
制
度
の
法
的
諸
問
題
　
　
刑
事
治
療
処
分
制
度
の
導
入
に
向
け
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
精
神
病
院
協
会
誌
』
一
七
巻
二
号
三
四
頁
　
一
九
九
八
年

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
凶
悪
『
性
』
犯
罪
に
対
す
る
法
的
対
応
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
社
会
安
全
』
二
八
号
二
頁
　
一
九
九
八
年

「
触
法
精
神
障
害
者
に
対
す
る
『
措
置
入
院
』
制
度
の
法
的
諸
問
題
　
　
刑
事
治
療
処
分
制
度
の
導
入
に
向
け
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
精
神
病
院
協
会
誌
』
一
七
巻
二
号
三
四
頁
　
一
九
九
八
年

「
組
織
的
犯
罪
対
策
法
の
実
体
法
的
側
面
　
　
加
重
処
罰
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、
収
益
の
没
収
等
i
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
事
法
』
七
号
四
七
頁
　
一
九
九
九
年

「
『
死
刑
存
廃
論
』
の
人
道
的
刑
事
政
策
論
的
再
検
討
　
　
代
替
刑
に
よ
る
廃
止
か
世
論
重
視
の
存
置
か
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
』
（
成
文
堂
）
三
三
頁
　
二
〇
〇
〇
年

「
特
集
H
終
身
刑
」
”
「
ポ
ス
ト
ゲ
ノ
ム
時
代
の
『
無
期
自
由
刑
』
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ー
ド
イ
ツ
に
お
け
る
死
刑
に
代
わ
る
『
無
期
自

　
　
由
刑
』
と
社
会
治
療
処
遇
モ
デ
ル
の
復
活
か
ら
学
ぶ
も
の
ー
」
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『
犯
罪
と
非
行
』
一
四
〇
号
五
〇
ー
八
○
頁

「
わ
い
せ
つ
犯
罪
と
刑
事
政
策
　
　
成
人
ポ
ル
ノ
解
禁
と
幼
児
ポ
ル
ノ
厳
禁
に
つ
い
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
事
法
』
一
一
号
三
七
－
四
七
頁

「
医
事
刑
法
の
学
問
的
枠
組
み
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
事
法
』
一
四
号
五
頁
以
下

「
新
『
臓
器
移
植
法
』
に
お
け
る
問
題
点
の
検
討
　
　
『
法
の
見
直
し
』
へ
の
若
干
の
提
言
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
大
野
真
義
先
生
古
稀
論
集
』
（
世
界
思
想
社
）
三
七
五
頁

「
臓
器
売
買
の
犠
牲
の
た
め
に
抹
殺
さ
れ
る
子
供
た
ち
（
1
）
・
（
2
）
・
（
3
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ト
ッ
プ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
〇
・
一
一
・
一
二
月
号
七
八
頁
以
下

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
治
療
・
改
善
処
分
と
司
法
精
神
医
学
教
育
の
現
状
か
ら
何
を
学
ぶ
か

　
　
教
授
の
来
日
講
演
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
社
会
安
全
』
四
〇
号

「
死
刑
の
代
替
刑
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
事
法
』
二
五
号
五
月
四
八
頁

　
　
法
上
の
対
応
を
中
心
に
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
事
法
』
二
九
号
六
四
－
七
七
頁

「
触
法
精
神
障
害
者
対
策
の
現
状
と
問
題
点
（
2
）
　
　
ド
イ
ツ
編
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
事
法
』
四
一
号
七
二
頁

平
成
一
七
二
八
年
度
科
学
研
究
費
「
日
欧
『
矯
正
領
域
に
お
け
る
処
遇
困
難
者
に
対
す
る
処
遇
シ
ス
テ
ム
』

　
　
の
研
究
冊
子
五
〇
〇
頁
　
　
総
括
H
か
ら
学
ん
だ
こ
と
”

二
〇
〇
〇
年

二
〇
〇
〇
年

二
〇
〇
〇
年

二
〇
〇
〇
年

二
〇
〇
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
ネ
ド
ピ
ル
司
法
精
神
医
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
一
年

「
現
行
措
置
入
院
制
度
に
よ
る
触
法
精
神
障
害
者
処
遇
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
⊥
口
同
度
に
危
険
な
人
格
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
触
法
精
神
障
害
者
と
精
神
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事
法
上
の
対
応
に
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つ
い
て
　
　
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
処
遇
困
難
』
人
格
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
『
社
会
治
療
処
遇
』
モ
デ
ル
の
復
活
を
中
心
に

　
　
し
て
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
二
年

二
〇
〇
二
年
の
犯
罪
学
会
賞
を
記
念
し
て
行
っ
た
講
演
「
高
度
に
危
険
な
人
格
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事
法
上
の
対
応
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
犯
罪
学
雑
誌
』
六
八
巻
三
号
二
〇
〇
二
年
七
八
－
九
二
頁
　
二
〇
〇
二
年

「
触
法
精
神
障
害
者
処
遇
の
在
り
方
　
　
医
事
刑
法
学
の
立
場
か
ら
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
現
代
刑
事
法
』
四
二
号
三
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